
遺族年金制度

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付条件によって、いずれかまたは両方の年金が支
給されます。
遺族年金額を把握したうえで、不足分に関して生命保険を活用しましょう。

【イメージ図】 厚生年金加入のご主人万一時
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中高齢寡婦加算：61万円/年
遺族基礎年金：81万円/年

遺族厚生年金：30万円/年

子の加算：22万円/年

133万円/年 91万円/年

【計算式】
平均年収300万円の場合
0.22×300万円×25年÷40年×3/4→30万円

奥様

お子様 30万円/年

遺族年金

※勤続年数が25年に満たない場合は、
勤続年数を25年として計算します。

※小数点以下切り捨て
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